
事務事業評価 （25年度 実施した事務事業）

部 所属名 款 項 目 事務事業名 事業の目的

入力不要

231231231231 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 予防接種事業 135965 ＭＲⅠ期の接種率 ％ 100.0 98.6 継続

237237237237 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 母子保健相談指導事業 352 妊婦講座受講者数 人 250 214 継続

238238238238 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 母子栄養管理事業 602 離乳食教室参加者数 人 210 215 継続

239239239239 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 妊産婦乳幼児訪問指導事業 4215 赤ちゃん訪問実施率 ％ 100 99.4

240240240240 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 ★ 妊婦乳児健康診査事業 49298 １０か月健診　受診率 ％ 88 90 継続

241241241241 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 健診事後指導事業 802 療育相談参加者数 人 140 117 継続

242242242242 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 外国人母子支援事業 205 通訳者雇上げ時間 134 115 継続

243243243243 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 幼児健診事業 １歳６カ月・３歳児の総合的な健診を集団で実施する。 3141 ％ 99 97.5 継続

244244244244 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 未熟児養育医療事業 684 未熟児医療費取扱い件数 人 12 5 継続

245245245245 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 感染症対策事業 なし 18 件 0 0 継続

246246246246 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 新型インフルエンザ等対策事業 510 計画の作成と見直し ％ 100 100 継続

257257257257 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 ★ 生活習慣病健診事業 73017 ％ 29.2 24.2

258258258258 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 健康教育事業 554 延参加人数 人 3,200 2,639 

259259259259 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 健康相談事業 439 延相談人数 人 3,200 2,445 継続

260260260260 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 訪問事業 5 延訪問指導者数 人 6 4 継続

261261261261 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 健康ミニチェック事業

健診を受ける機会のない３０歳・３５歳に健診を実施する。

506 受診者数 人 150 118 継続
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予防接種法に基づく定期予防接種を行うことによ
り、伝染性疾患の予防を行う。

予防接種法に基づき乳幼児、学生、高齢者に疾病予防のため
の予防接種を行う。

ＢＣＧ406人、ポリオ不活化ワクチン315人、麻疹風疹1,012人、
、ニ種混合560人、三種混合582人、四種混合512人、日本脳
炎2,431人、インフルエンザ7,573人

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 目標値にはわずかに達しはしな
かったが、国が示す目標値95％
は超えることができたため

妊娠中から母子相談の場を多く設け、健康な母体
づくりと児の健全な発育を促す。

妊娠期から就学前までの児をもつ保護者を対象に、相談・指導
・講座を実施。

母子手帳交付495冊・妊婦講座受講者数214人
育児相談延人数504人

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ

妊娠中の健康管理や子供の健
全な発育を促すために、必要な
知識を得ることが出来、育児不
安を解消するための専門職との
相談の場を設けることが必要。

子どもが健やかに生まれ育つため、
健全な母体作り、食生活を中心とした
生活習慣作りのために支援する。
乳児を持つ母親等に対し、適切な離乳について指
導し、健全育成を図る。

妊娠期から就学前までの児をもつ保護者を
対象に、相談・指導・講座を実施。
妊婦の栄養教室の実施。
離乳食教室。

お母さん教室参加者数　101名
離乳食教室参加者数　215名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　すくすく育児教室参加者数　250名

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ
食生活を中心とした妊娠期の母
体づくりと乳児期の生活指導は
健やかな子どもを育てる上で必
要不可欠であるため。

妊産婦・乳幼児を対象に家庭訪問を実施し、健康
管理を行う。

ハイリスク妊婦及び幼児に対しては、必要時、乳児は生後２カ
月ころを対象に全戸家庭訪問を実施し、母子の健康状態や養
育環境等の把握をし、助言を行う。

妊婦訪問延人数　3人
産婦訪問延人数　498人
乳児訪問延人数　482人
幼児訪問延人数　182人

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ

母子保健法で位置づけられて
おり、妊産婦の健康管理や児の
健全な成長を促すための支援と
して訪問が重要であるため

改善（そ
の他）

・健康な母体づくりと児の健全な発育。
・妊娠中の異常の早期発見及び異常出産・未熟
児発生の予防
・乳児の異常の早期発見、早期治療、疾病予防。

・妊婦と乳児（４か月児と１０か月児）を対象に医療機関で個別
健診を実施する。 ・妊婦健診　受診実人数　７８１人

・受診延人数　　６，０２４人
・４か月健診　受診数　４８０人（９５．４％）
・１０カ月健診　受診数　４６４人（９０．４％）

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

妊娠中、乳児期に必要な健診で
あり、受診率も90％以上と高率
であり、健全な発育に大きな役
割を果たしている。

発達面で障害の疑われる児に対して、早期に適
切な指導を行い、健全な心身の発達を促す。

健全な心身発達を促していくために、判定員による発達相談、
言語聴覚士によることばの相談を実施し、更に必要な親子に対
しては療育教室等を実施する。 ちびっこ教室　延人員　99人

ちびっこ相談　延人員　86人
ことばの相談　延人員　31人

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ

発達面で障害の疑われる児の
成長発達を促すために、専門職
による相談の場を設けることが
重要である。

幼児の成長発達の節目となる１歳６カ月・３歳の児
に健診を実施し、異常の早期発見と早期治療・早
期療育が受けられるようにする。

健診・相談・訪問等の母子保健サービスが、外国人母子も同様
に受けられ、児が健全に成長していけるようにする。 ・外国語版の母子手帳発行数　ポルトガル語　24件　スペイン

語４件　タガログ語　１件　英語　2件　中国　3件　　　・通訳配
置　　１歳6カ月健診　12回　３歳児健診　　12回　　離乳食教
室　7回　　訪問　29回　ちびっこ相談　　3回　　２歳親子教室　
5回　　電話かけ１回　　ことばの相談　１回　

時
間

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ

外国人の妊婦や母子の健康管
理のため健診、教室、相談等が
適切にうけられるよう環境整備
が重要である。

幼児の成長発達の節目となる１歳６カ月・３歳児に
健診を実施し、異常の早期発見と早期治療・早期
療育が受けられるようにする。

１歳６カ月児健診　494人
３歳児健診　　　　508人 ３歳児健診受診率

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

出生から3才までの間で集団で
子どもの発達を観察する機会は
この２つの健診であり、子どもた
ちにとっても節目の時期である
。異常の発見だけでなく、親子
関係等を観察するために必要で
ある

医療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な
医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と
健全な健全な育成を図る。

入院が必要な未熟児（規程に該当する乳児）に対して医療券を
発行し、医療扶助を行う。

平成25年度　４件

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

医療費がかさむ未熟児に対して
医療費を助成することにより、
子育ての支援施策として今後と
も必要

感染症の予防啓発に努めると共に、感染症発生
時の感染の拡大を防止する。

市内で規定された感染症が発生したとき、保健所の指導により
消毒を実施する。

法律に基づいた感染症の
発生件数

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 感染症の拡大を防ぐためには
非常に大切である。

・感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び
健康を保護する。
・市民生活及び市民の経済に及ぼす影響が最少
になるようにする。

・目的達成のために、必要な対策を的確かつ迅速に実施する
ため、未発生期から事業実施づくり、物品の準備を行う。

・湖西市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定
・新型インフルエンザ等対策事業用物品の購入

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ

新型インフルエンザ発生時に対
する市での体制構築・対応準備
については、早く進める必要が
ある。

・生活習慣病の早期発見、早期治療につなげる。
・市民が利用しやすい健診事業。

・健康増進法に基づく保健事業として、主に４０歳以上を対象に
、事業所等で健診を受ける機会のない者に対し、各種健診を実
施する。

・生活習慣病予防健診　26人　・胃がん検診　2,681人(17.3%）
・子宮頸がん検診　1,830人（29.9%）　・乳がん検診　1,739人
（34.1%）
・大腸がん検診　3,806人（24.5%）　・肺がん検診　6,711人
（43.3%）
・前立腺がん検診　1,299人（23.4%）
・骨そしょう症検診　367人　・肝炎ｳｨﾙｽ検診　549人

大腸がん検診受診率

Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ

受診率の向上のために、受診
券の発送等で工夫したり、集会
等で受診勧奨をしているが、な
かなか受診率の向上までに至っ
ていない。

改善（そ
の他）

生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質代謝異常の経
度異常者を含む）予防及び悪化防止。

市内１０地区に出向き健康こさい２１計画の周知とともに生活習
慣病予防についての知識・食事・運動の啓発を行う。また、生
活習慣病予備軍を主な対象とし生活習慣病（高血圧、糖尿病、
脂質代謝異常）の、病態教室を行う。

回数122回　　延べ人数4,213人

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 65歳未満の若い世代にもっと参
加してもらえるよう、日程や内容
を見直す必要があるため

改善（そ
の他）

健康増進法に基づき、健康相談、食生活指導等
を実施し、生活習慣の早期改善を図る。

生活習慣病及び予備軍の人に対して、相談を行い、生活習慣
の改善について助言していく。骨そしょう症検診及び生活習慣
病健診において要指導者に対し、個別指導をする。

回数208回　　延べ人数3,133人

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ

個別で相談にのることで、相談
者に合ったより具体的な生活習
慣の改善につなげることができ
ているため

生活習慣病の人に生活習慣の改善方法を提供す
る。

４０～６４歳までの生活習慣の保健指導が必要な人や、その家
族に対し、訪問指導を行う。

訪問延べ人数　6人

Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ

健康相談に来ることが困難な人
に対してもこちらから出向くこと
によって相談にのることができ
るため。

生活習慣病予防への取り組みを早期から始め、
医療費の削減に努める。

11月の3日間　健診受診者140人
12月の2日間　結果説明会　80人

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 若い世代から生活習慣病予防
に努めることによって、医療費
の削減などにつながっていく
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262262262262 健康福祉部 健康増進課 04 01 02 胸部健診事業

結核・肺がんの早期発見・予防。

12593 受診者数 ％ 51.9 6711 継続

H24年度より胸部健診として結核検診と肺がん検診とをまとめ
実施。レントゲン」車で市内４３会場を巡回し、結核と肺がんの
健診を同時におこなう。結核検診は主に６５歳以上の高齢者に
実施し、肺がん検診は主に４０歳以上の成人を対象に実施する
。

集団健診　7月～8月の25日間43会場　
個別健診　9月の15日間　2病院　
実施人員　6,947人

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

健診を受ける機会のない人が、
結核、肺がんの早期発見、予防
のために検診を受ける機会とな
っている。


